
野 田 地 域 感 染 症 情 報４月

麻 し ん に 注 意 ！ ！

麻 し ん に つ い て

近隣県の麻しん発生状況について、茨城県では第10週の1件に続き、第15週に3件の発生が
確認されました。2例はいずれも症状が出るまでの直近3週間に海外への渡航歴はなく、国
内で感染したとみています。

麻 し ん 患 者 と 接 触 し た 時 は ・ ・ ・

臨 時 号 ①

掲 載 情 報

2025年の近隣都県及び全国の麻しん届出数

茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県 全国

第13週 0 1 2 2 11

第14週 0 0 0 0 未集計

第15週 3 0 0 0 未集計

2025年累計 4 5 7 7 未集計

※第15週の情報は4/11時点の情報を掲載しております

※

⚫ 麻しん（はしか）患者の発生について_（茨城県報道発表資料3月6日）
⚫ 麻しん（はしか）患者の発生について_（茨城県報道発表資料4月8日）
⚫ 麻しん（はしか）患者の発生について （茨城県報道発表資料（4月11日）

◼感染経路に空気感染が含まれるため、空間を共有した可能性のある方は接触者として対応しています。

◼麻疹に対する免疫がない人が感染すると、ほぼ100％発病します。

◼潜伏期間は一般的に7～14日で、最大21日間と言われていますので、この間は健康観察が必要になります。

◼発症の可能性のある期間は接触から5日後から最大21日までです。

◼発症前日から人にうつす可能性があるので、今、症状がなければ人にうつさないとは言えません。

健 康 観 察 方 法

◼ 健康観察期間は、最終接触から21日間実施することが必要です。

◼ 1日2回（朝・夕）体温測定と、咳、鼻水等の風邪症状、発疹、結膜充血の有無を確認してください。

発 症 時 の 対 応

◼ 受診する際は事前に医療機関へ電話連絡し、麻しん患者と接触があったことを伝えてください。

◼ 受診方法は医療機関の指示に従ってください。

接 触 期 間 中 に 他 疾 患
で 受 診 す る 場 合

◼ 事前に医療機関へ電話連絡し、麻しん患者と接触があったことを伝えてください。
◼ 受診方法は医療機関の指示に従ってください。

保 育 園 ・ 学 校 ・ 職 場
等 所 属 先 へ の 連 絡

◼ 保育施設・学校・職場・サークル等所属先に、麻しん患者と接触があったこと、麻しん罹患歴・

ワクチン接種歴を伝え、出勤等については、所属の指示に従ってください。

同 居 家 族 の 既 往 歴
接 触 歴 の 確 認 を

◼ ご自身が仮に発症した場合には同じ空間を共有している同居家族も接触者となってしまいます。あ

らかじめ、ご家族の麻しん既往歴・接触歴を確認し、接触期間中は自宅内でも別室で過ごすなど、

可能な限り接触を控えましょう。

予 防 接 種 を
受 け ま し ょ う

《定期接種を受けましょう》 

⚫ ワクチンを１回接種することで、95％の
人が麻しんに対する免疫がつくと 言われ
ています。

⚫ 確実な免疫を得るためには、99%以上の人
が免疫がつくと言われる ２回の接種がの
ぞましいとされています。

⚫ 接種歴は、母子健康手帳で確認できます。

《ワクチンを接種した方がいい？》 

⚫ １歳児と小学校入学前１年間の幼児は、
定期接種の対象です。 期間内に接種する
ことを積極的にお勧めします。

⚫ 過去に麻しんと診断されたこともワクチ
ン接種を受けたこともない方は、 母子健
康手帳を確認の上、医療機関にご相談く
ださい。

発行日：2025年4月11日
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◼ 麻しん風しん混合（MR）ワクチン接種の考え方

◼ 学校における麻しん対策ガイドライン 第二版
（作成：国立感染症研究所感染症疫学センター/
監修：文部科学省、厚生労働省）

◼ 医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版（国
立感染症研究所感染症疫学センター）

◼ 麻疹の発生に関するリスクアセスメント（2024 
年第二版）国立感染症研究所

◼ 麻しんについて（厚生労働省）

◼ 野田保健所（麻しん発生時必要書類）

第13週の情報です

全国的に麻しん報告が
増えています！！

第13週の情報です

海外起因ではない国内発症例だけで
すでに18例報告されています

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/250306_1530_siryouteikyou.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/250408_siryoteikyou.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/040/MRvaccine_20180417.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/040/school_201802.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/040/medical_201805.pdf
https://h-crisis.niph.go.jp/wp-content/uploads/2025/01/measles_ra_2024_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-noda/kansenshou/mashinfushin.html


野田保健所管内の感染症発生動向（最近５週）
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ＲＳウイルス感染症
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感染性胃腸炎

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14

定
点
あ
た
り
報
告
数

週

水痘
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手足口病
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伝染性紅斑
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突発性発疹
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マイコプラズマ肺炎
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ヘルパンギーナ
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クラミジア肺炎
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流行性耳下腺炎
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流行性角結膜炎
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急性出血性結膜炎

県全体管内 警報基準値 解除基準値

マイコプラズマ肺炎とクラミジア肺炎は基幹定点医療機関のみ報告.（野田保健所管内に基幹定点はありません）

RSウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎とクラミジア肺炎、新型コロナ感染症は警報基準値等の設定はありません。
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新型コロナウイルス

（グラフの見方） ※疾患により警報基準値は異なります

グラフの横軸は、「週数」を表します。また、縦軸は「定点あたり報告数（患者数）」を表します。「定点」とは、保健所に患者の発生を報告してくれる医療機関のことで、

「定点あたり報告数」とは、定点一か所から一週間にどの位の患者報告があったかの平均値を表します。この数値により野田保健所管内の当該感染症の流行状況が

把握できます。
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